
１．評価項目

　　提案内容の評価項目、評価内容、係数及び配点は下表のとおり

係数 配点

8 40

4 20

4 20

4 20

計 100

２．評価基準

　評価基準は次のとおり
評価点

5

4

3

2

1

３．受託候補者の選定方法

得点

５点

３点

１点

０点

３位

４位以下

非常に劣る

非常に優れている

優れている

普通

劣る

イ　失格者を除き、審査員が審査基準に従い採点した点数（以下「審査点数」という。）が最
も高い者を１位とし、審査員ごとに提案者の順位を決定する。順位ごとに割り振った下表の得
点（以下、「順位点数」という。）に基づき、審査員ごとに順位点数を算出し、その合計点の
最も高い者を第一優先受託候補者とする。なお、順位点数の合計が最も高い者が複数ある場合
は、審査点数の合計点が最も高い者を第一優先受託候補者とする。審査点数の合計点が最も高
い者が複数ある場合は、審査委員会の多数決により決定する。多数決の結果が同数の場合は、
審査委員会委員長が決定する。

順位

１位

ア　下関市が設置したプロポーザル審査委員会が提案内容の審査を行い、評価基準に基づき評
価を行う。

評価基準

２位

キャンペーン参加店舗への情報提供、問合せ対応等、連絡体制が適切なも
のとなっているか。

電子割引クーポンの発行及び地域振興クーポンの管理を行うスタンプラ
リーウェブの運営方法が適切なものとなっているか。

キャンペーン業務を円滑に進めるに当たり、拠点となるキャンペーン事務
局の運営体制が適切なものとなっているか。

キャンペーン参加店舗数の拡大施策について、キャンペーンへの新規参加
を促進する活動手法及び目標とする店舗数の設定が適切で、目標の達成が
期待できるものとなっているか。

評価項目

令和８年度ボートレース下関地域振興クーポンキャンペーン実施業務
プロポーザル評価基準

　令和８年度ボートレース下関地域振興クーポンキャンペーン実施業務におけるプロポーザル
の評価項目及び配点、評価基準、並びに候補者の選定は次のとおり行うものとする。


